
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｑ－５ 
敷地内の擁壁の下方に隣地の擁壁があります。２つの擁壁は、「がけ条例」で「一体のが

け」と判断するのですか。 
 
Ａ－５ 
がけ下の起点から安息角３０°で引いたライン（下図破線）の上側に２つの擁壁がすべ

て納まる場合、２つの擁壁は一体のがけとして、がけ条例を適用します。 
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